
（平成29年2月変更）

　北区では平成19年2月に、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関す

る法律（国民保護法）第35条に基づき「東京都北区国民保護計画」を作成しました。

　このたび、平成27年3月に東京都国民保護計画が変更されたことなどに伴い、東京都

北区国民保護計画の見直しを行い、平成29年2月に計画の内容を変更しました。

■東京都北区国民保護計画の主な変更点
　●国の定める「国民の保護に関する基本指針」及び「東京都国民保護計画」変更等に伴うもの
　　○新たな警報伝達手段として全国瞬時警報システム（J-ALERT）及び緊急情報ネットワークシステム
　　　（Em-Net）を追記
　　○安否情報の収集・提供に総務省（消防庁）が運用する安否情報システムの利用を追記
　　○国の現地対策本部長が開催する武力攻撃事態等合同対策協議会への出席を追記
　　○関係法令等改正に伴う修正
　●区組織改正等に伴う変更並びに表記の修正
　　○避難所の開設・運営にあたり、女性や要配慮者への視点に配慮した避難所運営に関する記述を明記
　　○区の組織改正等に伴う整理（「国民保護対策本部」の部の名称・分掌事務の修正など）
　●統計数値の修正等・統計資料の時点修正等に伴う数値の変更



　今後、この北区国民保護計画を推進するため、対処マニュアルなどを整備し、訓練の実施などを重

ねていくことで、万が一の事態に備えていきます。

感染症法
新型インフルエンザ

特措法等



　武力攻撃災害による被害を最小化するためには、事態発生後において適切に行動する必要が
あるため、国民保護法に関する情報や、とるべき行動についてパンフレット等を活用し普及・啓発を
図ります。







生活関連等施設の安全確保
生活関連等施設

租税等の減免



拡大防止

テロ等の兆候や不審物を発見した際の通報方法等について、区民への周知を図ります。

充実

区民への啓発
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【生活関連等施設】
【要 配 慮 者】発災前の備え、発災時の避難行動、避難後の生活などの各段階において特

に配慮を要する人です。具体的には、高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、
妊産婦、外国人等を想定しています。

弾道ミサイル情報、津波情報、緊急地震速報等、対処に時間的余裕のな
い事態に関する情報を、人工衛星を用いて国（内閣官房・気象庁から消
防庁を経由）から送信し、市区町村の同報系の防災行政無線等を自動起
動することにより、国から住民まで緊急情報を瞬時に伝達するシステム。

【 J - A L E R T 】

官邸から関係機関に、緊急情報を迅速に伝達するための一斉同報システム。
配信先ではアラーム等による注意喚起が行われる。

【 E m - N e t 】

国民保護法に規定される安否情報の収集・提供等の事務を効率的に行うた
めのシステム。システムの主な機能は、安否情報の「入力」、「整理」、
「報告」及び「提供」の４つに分けられる。

【安否情報システム】


